
ポイント利用規約  

第 1 条  ポ イ ン ト 会 員  

1.ポ イ ン ト 会 員 と は  

当社が定める手続に従い本規約に同意の上、入会の申し込みを行う個人を

いいます。  

2. 会 員 情 報 と は  

会員が当社に開示した会員の属性に関する情報および会員の取引に関す

る履歴等の情報をいいます。  

3. 本 規 約 の 適 用  

全ての会員に適用され、登録手続時および登録後にお守りいただく規約で

す。  

4. 入 会 条 件  

当社運営店舗をご利用くださる方ならどなたでもご入会いただけます。  

 



5. 会 員 資 格  

本規約に同意の上、所定の入会申込みをされたお客様は、所定の登録手続

完了後に会員としての資格を有します。  

6. 入 会 費 、 年 会 費  

登録も利用も無料です。  

第 2 条  ポ イ ン ト 会 員 登 録  

1. 会 員 登 録 手 続  

会員となるご本人が行ってください。代理による登録は一切認められませ

ん。  

2. 入 会 方 法  

当社アプリにて入会手続きをご本人様で行っていただきます。入会費、年

会費ともに無料です。入会申込み情報の初期反映は即時可能です。アプリ

の不具合等の場合もございますので予めご了承ください。ご登録された会

員ご本人様に限りご利用いただけます。※ご本人以外に譲渡・貸与するこ

とはできません。当日よりご利用いただけます。  



3 . 利 用 方 法  

会員登録をした携帯電話かスマートフォンの登録画面をご提示いただく

ことでポイントの付与と利用ができます。  

4. 登 録 情 報  

アプリから保有ポイントの確認や登録情報の変更もできます。  

第 3 条  ポ イ ン ト に つ い て  

1.ポ イ ン ト 付 与  

（ 1） 基 本 ポ イ ン ト  

ポイント実施店舗にてご飲食頂いた代金において、 100 円（税別）につき

1 ポイント（基本ポイント）、ポイント付与いたします。  

基本ポイントは原則即時付与致します。（ネットワークの障害やシステム

障害時には付与出来ない場合があります。）  

ご精算時にスマートフォンのアプリ画面のご提示がない場合、会計後のレ

シート提示によるポイント加算はいたしかねます。  

ご宴会プランはポイント対象外となります。  



ポイントのご利用や割引券をご利用の際は、割引後の金額をポイント付与

の対象とさせて頂きます。  

（ 2） 特 典 ポ イ ン ト  

特典ポイントの付与は、ランクに応じた割合で基本ポイントにプラスして

付与いたします。  

2. ポ イ ン ト 利 用  

1 ポイントごとに 1 円分（税込）として会計の際にご利用頂けます。ご精

算時にアプリをご提示頂き、ポイント利用の旨、店頭スタッフまでお声掛

け下さい。  

ポイントの使用額単位は 100 ポイント単位とさせていただきます。  

最高使用額は 5000 ポイントまでとさせていただきます。  

*エスコンフィールド店、スープトニクではポイント利用ができません。  

3. ポ イ ン ト 有 効 期 限  



会員資格を有している状態で、最終ご利用日から 1 年間ポイントシステム

の利用が無い場合、何ら通知することなく累積ポイントは失効とさせてい

ただきます。ポイントシステムの内容変更、ルールの改定により、有効期

限が変更になる場合がございます。  

4. ポ イ ン ト 利 用 可 能 店 舗  

当社運営店舗にてご利用いただけます。  

＊エスコンフィールド店、スープトニクではご利用いただけません。  

第 4 条  紛 失 ・ 盗 難 時 の 再 発 行  

1. 紛 失 、 盗 難  

紛失、盗難にあわれた場合は、速やかにご入会店舗、または当社までお申

し出ください。  

※会員情報から当社にて確認が取れた場合はポイントを再発行いたしま

す。  

アプリダウンロード後に会員情報の登録をお願いいたします。  

2 . ポ イ ン ト の 不 正 使 用  



紛失・盗難・その他の事由により、ポイントをご本人様以外の第三者に利

用された場合、利用されたポイントは消滅します。  

尚、会員に損害が発生しても当社は一切の責任を負いません。  

アプリの管理には十分にご注意ください。  

第 5 条  届 出 事 項 の 変 更  

1. 届 出 事 項 の 変 更 の ご 注 意  

届出事項に変更があった場合は、速やかに登録変更をお願いします。  

変更登録がなされなかったことにより生じた損害について、当社は一切責

任を負いません。また、変更登録がなされた場合でも、変更登録前にすで

に手続がなされた取引は、変更登録前の情報に基づいて行われますのでご

注意ください。  

第 6 条  退 会  

1.会 員 が 退 会 を 希 望 す る 場 合  

会員本人が退会手続きを行ってください。所定の退会手続の終了後に、退

会となります。  

2. 退 会 の 時 に 保 持 し て い る ポ イ ン ト  



すべて無効となり、ポイントの買取などは行いません。  

第 7 条  会 員 資 格 の 喪 失 及 び 賠 償 義 務  

1.会 員 資 格 の 取 り 消 し  

会員が、会員資格取得申込の際に虚偽の申告をしたとき、当社は、会員資

格を取り消すことができることとします。  

2. 損 害 賠 償 責 任  

会員が、以下の各号に定める行為をしたときは、これにより当社が被った

損害を賠償する責任を負います。  

（ 1） 会 員 番 号 を 不 正 に 使 用 す る こ と  

（ 2） 当 ホ ー ム ペ ー ジ に ア ク セ ス し て 情 報 を 改 ざ ん し た り 、

当 ホ ー ム ペ ー ジ に 有 害 な コ ン ピ ュ ー タ ー プ ロ グ ラ ム を 送 信

す る な ど し て 、 当 社 の 営 業 を 妨 害 す る こ と  

（ 3） 当 社 が 扱 う 商 品 の 知 的 所 有 権 を 侵 害 す る 行 為 を す る こ

と  

（ 4） そ の 他 、 こ の 利 用 規 約 に 反 す る 行 為 を す る こ と  

 



第 8 条  会 員 情 報 の 取 扱 い  

1.『 お 名 前 、 電 話 番 号 、 性 別 、 生 年 月 日 、 電 子 メ ー ル ア ド

レ ス 』 当 社 は 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 令 及 び そ の 他 の 規

範 を 遵 守 い た し ま す 。  

2. 当 社 は 、 原 則 と し て 会 員 情 報 を 会 員 の 事 前 の 同 意 な く 第

三 者 に 対 し て 開 示 す る こ と は あ り ま せ ん 。 た だ し 、 次 の 各

号 の 場 合 に は 、 会 員 の 事 前 の 同 意 な く 、 当 社 は 会 員 情 報 そ

の 他 の お 客 様 情 報 を 開 示 で き る も の と し ま す 。  

（ 1） 法 令 に 基 づ き 開 示 を 求 め ら れ た 場 合  

（ 2） 当 社 の 権 利 、 利 益 、 名 誉 等 を 保 護 す る た め に 必 要 で あ

る と 当 社 が 判 断 し た 場 合  

3. 会 員 情 報 に つ き ま し て は 、 当 社 の 「 個 人 情 報 保 護 方 針 」

に 従 い 、 当 社 が 管 理 し ま す 。 当 社 は 、 会 員 情 報 を 、 会 員 へ

の サ ー ビ ス 提 供 、 サ ー ビ ス 内 容 の 向 上 、 サ ー ビ ス の 利 用 促

進 、 お よ び サ ー ビ ス の 健 全 か つ 円 滑 な 運 営 の 確 保 を 図 る 目

的 の た め に 、 当 社 お い て 利 用 す る こ と が で き る も の と し ま

す 。  



4. 当 社 は 、 会 員 に 対 し て 、 メ ー ル マ ガ ジ ン そ の 他 の 方 法 に

よ る 情 報 提 供 （ 広 告 を 含 み ま す ） を 行 う こ と が で き る も の

と し ま す 。 会 員 が 情 報 提 供 を 希 望 し な い 場 合 は 、 当 社 所 定

の 方 法 に 従 い 、 そ の 旨 を 通 知 し て 頂 け れ ば 、 情 報 提 供 を 停

止 し ま す 。  

5. 当 社 は 個 人 情 報 保 護 方 針 を 定 め 、 ご 登 録 内 容 に 対 し 、 会

員 様 ご 本 人 様 よ り 開 示 、 削 除 な ど の 請 求 を い た だ い た 場

合 、 当 社 は 速 や か に 対 応 い た し ま す 。  

 

第 9 条  著 作 権  

当社が提供する情報の著作権その他の知的財産権及び保護されるべき法

的権利（以下著作権等という。）は、利用者が修正改変提供等を行ったも

のを含め当然に当社に帰属し、利用者は、著作権等（著作者人格権を含む）

を主張することはできません。  

第 10 条  禁 止 事 項  

1.本 サ ー ビ ス の 利 用 に 際 し て 、 会 員 に 対 し 次 の 各 号 の 行 為

を 行 う こ と を 禁 止 し ま す 。  



（ 1） 法 令 ま た は 本 規 約 、 本 サ ー ビ ス ご 利 用 上 の ご 注 意 、 本

サ ー ビ ス で の お 買 い 物 上 の ご 注 意 そ の 他 の 本 規 約 等 に 違 反

す る こ と  

（ 2） 当 社 、 お よ び そ の 他 の 第 三 者 の 権 利 、 利 益 、 名 誉 等 を

損 ね る こ と  

（ 3） 青 少 年 の 心 身 に 悪 影 響 を 及 ぼ す 恐 れ が あ る 行 為 、 そ の

他 公 序 良 俗 に 反 す る 行 為 を 行 う こ と  

（ 4） 他 の 利 用 者 そ の 他 の 第 三 者 に 迷 惑 と な る 行 為 や 不 快 感

を 抱 か せ る 行 為 を 行 う こ と  

（ 5） 虚 偽 の 情 報 を 入 力 す る こ と  

（ 6） 有 害 な コ ン ピ ュ ー タ ー プ ロ グ ラ ム 、 メ ー ル 等 を 送 信 ま

た は 書 き 込 む こ と  

（ 7） 当 社 の サ ー バ ー そ の 他 の コ ン ピ ュ ー タ ー に 不 正 に ア ク

セ ス す る こ と  

（ 8） ポ イ ン ト を 第 三 者 に 貸 与 ・ 譲 渡 す る こ と  

（ 9） ポ イ ン ト 及 び 会 員 サ ー ビ ス に 付 随 す る 情 報 、 物 品 の 販

売 と 転 売 行 為  

（ 10） そ の 他 当 社 が 不 適 切 と 判 断 す る こ と  



 

第 11 条  サ ー ビ ス の 中 断 ・ 停 止 等  

1.当 社 は 、 本 サ ー ビ ス の 稼 動 状 態 を 良 好 に 保 つ た め に 、 次

の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 、 予 告 な し に 、 本 サ ー ビ ス の 提

供 全 て あ る い は 一 部 を 停 止 す る こ と が あ り ま す 。  

（ 1） シ ス テ ム の 定 期 保 守 お よ び 緊 急 保 守 の た め に 必 要 な 場

合  

（ 2） シ ス テ ム に 負 荷 が 集 中 し た 場 合  

（ 3） 火 災 、 停 電 、 第 三 者 に よ る 妨 害 行 為 な ど に よ り シ ス テ

ム の 運 用 が 困 難 に な っ た 場 合  

（ 4） そ の 他 、 止 む を 得 ず シ ス テ ム の 停 止 が 必 要 と 当 社 が 判

断 し た 場 合  

（ 5） 会 員 は 、 シ ス テ ム 障 害 に 基 づ き 発 生 す る サ ー ビ ス の 中

断 又 は 延 滞 に つ い て 、 当 社 が 責 任 を 負 わ な い こ と を 承 諾 し

ま す  

 

第 12 条  サ ー ビ ス の 変 更 ・ 廃 止  



当 社 は 、 そ の 判 断 に よ り サ ー ビ ス の 全 部 ま た は 一 部 を 事 前

の 通 知 な く 、 適 宜 変 更 ・ 廃 止 で き る も の と し ま す  

 

第 13 条  免 責  

本サービスを変更、停止または中止した場合や、事件・事故等によりやむ

を得ずサービスを変更、停止または中止せざるを得なかった場合にも、当

社は会員に対して一切の責任を負わないものとします。サービスの一部の

うち、期限を定めてリリースしたものについては、定められた期限の経過

をもってその一部は停止され、この際の当社の会員に対する責任について

も同様とします。会員は本サービスを利用したこと、または利用が出来な

かったこと、通信回線やコンピューターなどの障害によるシステムの中

断・遅延・中止・データの消失、不正アクセスや不正な改変がなされたこ

と、その他本サービスに関連する事項に起因または関連して生じた一切の

損害について、当社が賠償責任を負わない事に同意します。当社は、当社

のウェブページ・サーバー・ドメインなどから送られるメール・コンテン

ツに、コンピューター・ウィルスなどの有害なものが含まれていないこと

を保証いたしません。本利用規約等の他、本サービスからリンクされた他

のサイトについては、そのサイトの利用規約に同意したうえでご利用下さ



い。また、会員は、リンク先のサービスに関連する事項に起因または関連

して生じた一切の損害について、当社が賠償責任を追わない事に同意しま

す。  

第 14 条  通 信 料  

本サービスを受けるに当たり会員の下で発生する通信料は会員の負担と

なります。  

第 15 条  本 規 約 の 改 定  

当 社 は 、 本 規 約 を 任 意 に 改 定 で き る も の と し 、 ま た 、 当 社

に お い て 本 規 約 を 補 充 す る 規 約 （ 以 下 「 補 充 規 約 」 と い い

ま す ） を 定 め る こ と が で き ま す 。 本 規 約 の 改 定 ま た は 補 充

は 、 改 定 後 の 本 規 約 ま た は 補 充 規 約 を 当 社 所 定 の サ イ ト に

掲 示 し た と き に そ の 効 力 を 生 じ る も の と し ま す 。 こ の 場

合 、 会 員 は 、 改 定 後 の 規 約 お よ び 補 充 規 約 に 従 う も の と 致

し ま す 。  

 

第 16 条  会 員 サ ー ビ ス の 終 了  



当社の都合により、予告なしに本サービスを終了することがございます。

この場合、蓄積されたポイントに関しては無効となります。また、ポイン

トの買取などは行いません  

第 17 条  準 拠 法 、 管 轄 裁 判 所  

本 規 約 に 関 し て 紛 争 が 生 じ た 場 合 、 当 社 本 店 所 在 地 を 管 轄

す る 地 方 裁 判 所 を 第 一 審 の 専 属 的 合 意 管 轄 裁 判 所 と し ま

す 。  

 


